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「働きやすい職場認証制度」令和５年度認証事業者公表のお知らせ 

～「三つ星」事業者を初めて認証しました～ 
 
自動車運送事業における労働条件や労働環境に対する求職者のイメージ刷新を図り、運転者への

就職を促進することを狙いとする、「働きやすい職場認証制度」について、令和５年度に申請の

あった認証事業者 878社が公表されましたのでお知らせします。 

また、自動車運送業分野の特定技能制度を活用する際に、本制度の認証を受けることが条件とし

て設定されたことをあわせてお知らせします。 

 

１．概要 

〇 国土交通省では、自動車運送事業（トラック・バス・タクシー事業）の運転者不足に対応す

る施策の一環として、事業者による職場環境改善の取組を国が認証し「見える化」することに

より、自動車運送事業における労働条件や労働環境に対する求職者のイメージ刷新を図り、運

転者への就職を促進することを狙いとする「働きやすい職場認証制度」を令和２年度に創設し

ました。 

〇 今般、本制度の認証事務を担う一般財団法人日本海事協会にて、令和５年度申請事業者につ

いて審査が完了し、認証事業者として 878社（「一つ星」628社、「二つ星」206社、「三つ星」

44社）が公表されました。なお今回、制度創設以来初となる「三つ星」の認証も実施しており

ます。今後も本制度の推進を通じて更なる職場環境改善を促進し、自動車運送事業者の安定的

な人材確保に繋げてまいります。 

〇 また、「特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する基本方針の一部変更について」（令和

６年３月 29日付閣議決定）により特定技能の在留資格に係る制度に「自動車運送業分野」が追

加され、同分野における特定技能所属機関に課される条件として本制度の認証を取得すること

が設定されました。 

 

２．認証事業者数（※令和６年４月５日時点） 

令和５年度の認証結果を反映した、現在の認証事業者数は以下のとおり。 

 トラック バス タクシー 合計 

一つ星 1,520 194 525 2,239 

二つ星 948 142 362 1,452 

三つ星 34 ３ ７ 44 

合計 2,502 339 894 3,735 

 

 

 

 

 

同時発表：一般財団法人日本海事協会 
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